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別表１ 特措法第 24 条第 9 項に基づき、営業時間の短縮を要請する施設 

 

 

 

 

 

 

※遊興施設のうち、ネットカフェ・漫画喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当見込まれる施設は、

業種別ガイドラインに基づく感染予防対策が徹底されていることを前提に、要請の対象外 

 

別表２ 特措法によらない、営業時間の短縮の働きかけを行う施設 

（外出を誘発し、飲食につながる可能性がある施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３－１ イベントの開催制限 

 

 

 

 

※催物開催に当たっては、別紙「イベント開催時の必要な感染防止策」に留意すること。 

 

人数制限 屋外・屋内  5,000人以下
屋内にあっては、収容定員の50％以内
屋外にあっては、人と人との距離を十分に確保（できるだけ2ｍ）

20時以降の営業時間短縮を協力依頼

内容

施設の種類 施 設 要請内容

飲食店
飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店 等
（宅配・テークアウトサービスは除く。）

遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食
店営業許可を受けている店舗

５時から20時までの
営業時間短縮、
 

11時から19時までの
酒類提供

施　設 依頼する内容

・営業時間短縮

　　営業時間

　　　５時から20時まで

　　酒類の提供

 　　11時から19時まで

・人数上限5,000人、

　かつ、収容率要件50％以下

・営業時間短縮

　　営業時間

　　　５時から20時まで

　　酒類の提供

 　　11時から19時まで

遊興施設
　（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。）

物品販売業を営む店舗
　（1,000㎡超）（生活必需物資を除く。）

サービス業を営む店舗
　（1,000㎡超）（生活必需サービスを除く。）

運動施設、遊技場

劇場、観覧場 、 映画館又は演芸場

集会場又は公会堂、展示場

博物館、美術館又は図書館

ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）
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別紙 
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別表３－２ 留意事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 新型コロナウイルス感染症関連の主な相談窓口 

① 新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口 

 

 

 

 

電話番号 受付時間 備考（取扱内容・所管区域等）

愛知県・新型コロナウイルス感染症 052-954-7453 午前9時～午後5時

　「県民相談総合窓口」（コールセンター） （土・日・祝日を含む毎日）

愛知県感染防止対策協力金専用コールセンター 052-228-7310 午前9時～午後5時 愛知県感染防止対策協力金に関すること

（土、日、祝日を含む毎日）

文化芸術課　愛知県文化芸術活動応援金事務局 052-954-7459 平日 午前9時～午後5時 愛知県文化芸術活動応援金に関すること

防災危機管理課　危機管理・国民保護グループ 052-954-6143 平日 午前9時～午後5時 感染拡大予防対策指針及び緊急事態宣言・緊急事態措置

名称

電話番号 受付時間 備考（取扱内容・所管区域等）

産業政策課 052-954-6300 平日 午前8時45分～午後5時30分 中小・小規模企業対策全体

中小企業金融課 052-954-6333 中小・小規模企業金融支援策

産業人材育成課 052-954-6365

産業人材育成支援センター 052-954-6717

尾張県民事務所産業労働課 052-961-7211(代表) 中小・小規模企業対策全体

海部県民事務所産業労働課 0567-24-2111(代表)

知多県民事務所産業労働課 0569-21-8111(代表)

西三河県民事務所産業労働課 0564-23-1211(代表)

豊田加茂産業労働・山村振興グループ 0565-32-7498

東三河総局企画調整部産業労働課 0532-54-5111(代表)

新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ 0536-23-2111(代表)

あいち産業科学技術総合センター 0561-76-8301 中小・小規模企業技術指導

産業技術センター 0566-24-1841 中小・小規模企業技術指導全般に関すること

常滑窯業試験場 0569-35-5151

三河窯業試験場 0566-41-0410

瀬戸窯業試験場 0561-21-2116

食品工業技術センター 052-325-8091 中小・小規模企業技術指導のうち食品工業に関すること

尾張繊維技術センター 0586-45-7871

三河繊維技術センター 0533-59-7333

（公財）あいち産業振興機構 052-715-3071 中小・小規模企業対策全体

愛知県信用保証協会 各相談窓口の業務時間内

総合相談窓口 0120-454-754

西三河支店 0564-25-2430

東三河支店 0532-57-5611

愛知県中小企業団体中央会 052-485-6811 中小・小規模企業対策全体

各商工会議所及び各商工会 - 中小・小規模企業対策全体

中小・小規模企業技術指導のうち繊維工業に関すること

名称

中小・小規模企業人材支援策

中小・小規模企業技術指導のうち窯業に関すること

中小・小規模企業金融支援策

電話番号 受付時間 備考（取扱内容・所管区域等）

（公社）愛知県看護協会 090-1563-6688 平日 午前9時～午後5時 来所相談は要予約

名称

① 新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口

② 中小・小規模企業総合相談窓口 

③ 児童福祉施設及び障害者福祉サービス施設・事業所等に対する相談窓口

周知期間等

（優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）

　１月１４日時点で販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、別表３
－１の開催制限は適用せず、キャンセル不要と扱うこと。ただし、周知期間終了後か
ら、人数制限5,000人を超過するチケットの新規販売を停止すること。

　周知期間内に販売されるチケットは、別表３－１の開催制限は適用せず、キャンセ
ル不要と扱うこと。ただし、周知期間終了後から、人数制限5,000人を超過するチケッ
トを超過するチケットの新規販売を停止すること。

○１月１４日時点でチケット販売開始後の催物

○１月１４日時点でチケット販売開始前の催物

留意事項

１月１４日（水）から１月１７日（日）までを周知期間として、１月１８日（月）から適用する。


